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すすめよう！「憲法改悪を許さない全国署名」 
岩手の署名は 30,564 筆（～５月末。うち郵送 331 通・1,287 筆） 

◇返信用封筒もありますので、地域配布等に活用ください。ご希望の団体は岩手県生協連まで。 

 

「憲法が持つ力を確認し、自立した市民をめざそう」～「憲法集会㏌いわて」に 240 人参加～ 

奥州市出身の日弁連前副会長の吉田瑞彦弁護士が、「憲法が持つ力」をテーマに講演しました。吉田氏は、あらた

めて憲法条文、特に前文や憲法の持つ価値観を見直しても、全然廃れておらず力を持っている、と説明。戦後日本

が戦争せず戦死者もいないのは憲法のおかげで。「９条をまもるためには国民の不断の努力が必要。権力に忖度しな

い『自立した市民』をめざし、学び、行動して社会に関わろ

う」と訴えました。 

参加者からは、「国民の不断の努力で現憲法を具体化する

責務がある事を再認識」「私たちはまだ憲法の価値を実現して

いない、という吉田弁護士の言葉が心に響いた」「自立した市

民は戦争させない、他者他国への想像力を豊かにする、とい

う言葉を胸に刻み、戦争する国づくりに反対する」などの感

想が寄せられました。 

当日は、達増知事、矢巾町長、大槌町長からのメッセージ

や、各政党からも挨拶を頂き、集会後は会場周辺でピースパレードを実施しました。 

見逃し配信⇒ https://youtu.be/312ydF_z9tE  または岩手県生協連 HPを参照。  

 

駅前スタンディングが７００回を超えました！ －釜石 9 条の会－ 
２０１５年８月から始めた駅前スタンディング。８年目になる今年

の４月６日に７００回を超えました。この日は遠野や大槌からも参加

があり、賑やかに実施しました。毎月１９日にはウオーキングデモも

行っています。 

スタンディングを始めた当時は雨の日も風の日も休むことなく行

いましたが、今は悪天候の時はお休みし、体調管理を最優先にしてい

ます。 

戦争は国民の為ならず！「新たな戦前」にしないために、これから

も続けていきます。（金﨑安子）  

 

６／２４「２０２３平和のつどい」高里鈴代講演会のお知らせ －前沢９条の会－ 

前沢地域では、沖縄の施政権返還から５０年の節目に何かしたいという要望を受けて、昨年は沖縄のドキュメン

タリー映画「サンマデモクラシー」を観る会を開催しました。 

今年は、沖縄現地から講師を招いて生々しいお話をお聞きし学習したいということで、「サンマデモクラシー」の

自主上映を提案した阿部敬子さんの恩師である高里鈴代さんをお招きし、奥州金ケ崎地域の平和を願う仲間が集ま

る「２０２３平和のつどい」として、講演会を実施することになりました。 

三線伴奏による沖縄の歌、高里鈴代さんの講演、パネル展示などを企画していますので、皆様お誘い合わせの上

ご来場くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。（岩渕俊樹） 

６月２４日（土）１３：３０～１５：３０ 奥州市文化会館（Ｚホール）展示室 入場料：５００円（学生無料） 

主催：２０２３平和のつどい実行委員会 ０８０— １８３２－３３１２（菅原） 



 

劇場版「荒野に希望の灯をともす」県内上映会情報 
いよいよ上映間近！◇６月１８日（日）岩手県民会館・中ホール ①10:30 ②13:30 ③17:00  

※①②各上映後、谷津賢二監督のトークあり。 

前売 一般・シニア 1,200 円（当日 1,500 円） 大学・中高生 500 円（当日同額） 小学生無料 

プレイガイド：プラザおでって、いわて生協（盛岡・滝沢）、岩手県庁生協、パルクアベニュー・カワトク 

 

花巻市東和での上映決定！◇７月１日（土）東和コミュニティセンター ①14:00 ②18:30 

前売 一般・シニア 1,200 円 大学・中高生 500 円（当日同額） 小学生無料 
 

 

＜事務局からのお知らせ＞リニューアル版ができました！ 

『日本を戦争できる国にしないために  

敵基地攻撃論への反論』リーフレット 
全国市民アクション作成 A５判４ページカラーのリーフレットが、

最新情報に反映させたものに変わりました。 

９条の会のみなさんには無料で差し上げますので、街頭宣伝・署名行

動・学習等にご活用ください！ 

お問い合わせは、岩手県生協連まで。 

 

 

 

 

先進７ヵ国（G７）首脳は５月２０日、戦争被爆地・広島でのサミットの成果をまとめた首脳声明を発表しましたが、少し

気がかりな一文がありました。 

それは声明の要旨の中の「▽インド太平洋地域 自由で開かれたインド太平洋を支持し、力による一方的な現状変

更の試みに反対する。…」であります。例えば南シナ海上空で誰が「力」を行使しているのでしょう。 

次に報道を見てみましょう。 

【ワシントン、北京共同】米インド太平洋軍は（１２月）２９日、南シナ海上空の国際空域で現地時間２１日に中国海軍の

戦闘機「セン（ママ）１１」が米空軍の電子偵察機 RC１３５に異常接近し、RC１３５が衝突回避措置を取ったと明らかにし

た。RC１３５の機首から約６㍍の距離にまで接近してきたとし、声明で、「危険な行為だ」と非難。中国外務省は３０日

「危険な挑発行動をやめるよう米国に促す」と反発し、米国側に責任があるとの立場を示した。 

[補足]インド大平洋軍は声明で、RC１３５は通常の作戦を遂行だったと説明。…中国外務省の副報道局長は３０日

の定例記者会見で「米国は頻繁に艦艇や航空機を派遣し、中国に対して近距離から偵察を行い、中国の国家の安全

を脅かしている」と主張。「自分のことを棚に上げて中国を非難するのは、やめた方がいい」と述べた。 

(備考)①国連海洋法条約に関し、米国は未加盟故“自由な振る舞い”、中国は同条約に加盟故、「国境、領海、領空」

の概念を遵守。 ②南シナ海の西沙諸島（パラセル）上空でのこと。 

中国側の肩を持つわけではないが、中国が領有権を主張する「西沙諸島に接近し、警告の追跡」（朝日新聞デジタ

ル）をされても米軍機は何故このような行動をするのでしょう。 

誰が「力」を行使しているのでしょうか。国際社会の統治は G７がやるのではなく、国際連合がやるものであることをし

っかり示すべきだと思います。G７の結果については他日語ることとしましょう。（T） 

 

 

 

９日（金）１２：１５～１２：４５  

盛岡市大通・野村証券前 
ご都合のつく方は、ぜひご参加下さい。 

 

―「中国機米軍機に異常接近 南シナ海上空『危険な行動』双方避難」、どうなのかな？― 

「６月の街宣署名行動」 


